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○
財
務
省
令
第
三
十
一
号

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
六
号
）
及
び
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
百
六
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
関
税
法
施

行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

関
税
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
関
税
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

関
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
大
蔵
省
令
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
六
た
だ
し
書
中
「
第
一
条
の
五
」
を
「
前
条
各
号
」
に
、
「
第
一
条
の
六
」
を
「
こ
の
条
」
に
改
め
、
同
条
を

第
一
条
の
七
と
す
る
。

第
一
条
の
五
第
十
号
中
「
行
な
わ
れ
た
」
を
「
行
わ
れ
た
」
に
改
め
、
同
条
を
第
一
条
の
六
と
す
る
。

第
一
条
の
四
を
第
一
条
の
五
と
し
、
第
一
条
の
三
を
第
一
条
の
四
と
し
、
第
一
条
の
二
を
第
一
条
の
三
と
し
、
第
一
条
の
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次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
郵
便
物
等
の
通
信
日
付
印
に
よ
り
表
示
さ
れ
た
日
に
そ
の
提
出
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
書
類
）

第
一
条
の
二

法
第
六
条
の
三
（
郵
送
等
に
係
る
申
告
書
等
の
提
出
時
期
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次

に
掲
げ
る
書
面
並
び
に
当
該
書
面
に
添
付
す
べ
き
書
類
及
び
当
該
書
面
の
提
出
に
関
連
し
て
提
出
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い

る
書
類
と
す
る
。

一

法
第
七
条
の
九
第
二
項
（
帳
簿
の
備
付
け
等
）
及
び
第
六
十
七
条
の
八
第
二
項
（
帳
簿
の
備
付
け
等
）
に
お
い
て
準

用
す
る
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
作
成
す
る
国
税
関
係
帳
簿
書
類
の
保
存
方
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年

法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
電
子
帳
簿
保
存
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は

第
二
項
（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
保
存
等
の
承
認
の
申
請
等
）
又
は
第
七
条
第
一
項
（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
保
存
等
の
承

認
に
係
る
変
更
）
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
電
子
帳
簿
保
存
法
第
九
条
（
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保

存
等
の
承
認
に
対
す
る
準
用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
申
請
書
又
は
届
出
書

二

法
第
九
十
四
条
第
三
項
（
帳
簿
の
備
付
け
等
）
に
お
い
て
準
用
す
る
電
子
帳
簿
保
存
法
第
六
条
第
一
項
、
第
二
項
若

し
く
は
第
六
項
又
は
第
七
条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
電
子
帳
簿
保
存
法
第
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
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。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
申
請
書
又
は
届
出
書

三

関
税
定
率
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
第
三
条
の
二
第
二
項
（
変
質
、
損
傷
等
に
よ
る
戻
し

税
の
手
続
）
（
同
令
第
三
条
の
三
及
び
第
三
条
の
四
（
変
質
、
損
傷
等
に
よ
る
戻
し
税
の
手
続
等
に
つ
い
て
の
規
定
の

準
用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
申
請
書

四

関
税
定
率
法
施
行
令
第
五
十
三
条
の
三
第
一
項
（
輸
出
貨
物
の
製
造
用
原
料
品
に
係
る
戻
し
税
の
手
続
）
の
規
定
に

よ
り
提
出
す
る
申
請
書

五

関
税
定
率
法
施
行
令
第
五
十
六
条
第
三
項
（
違
約
品
等
の
再
輸
出
又
は
廃
棄
の
場
合
の
払
戻
し
等
の
手
続
）
（
同
令

第
五
十
六
条
の
三
及
び
第
五
十
六
条
の
四
（
違
約
品
等
の
再
輸
出
又
は
廃
棄
の
場
合
の
払
戻
し
の
手
続
等
に
つ
い
て
の

規
定
の
準
用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
申
請
書

六

相
殺
関
税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
五
号
）
第
十
五
条
第
一
項
（
還
付
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
す

る
還
付
請
求
書

七

不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
六
号
）
第
十
九
条
第
一
項
（
還
付
）
の
規
定
に
よ
り
提

出
す
る
還
付
請
求
書
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第
八
条
中
「
第
一
条
の
三
」
を
「
第
一
条
の
四
」
に
改
め
る
。

（
通
関
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

通
関
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
蔵
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
七
条
中
「
通
関
業
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
三
十
七
号
）
第
十
二
条
本
文
」
を
「
令
第
十
二
条
本
文
」

に
、
「
は
つ
て
」
を
「
貼
つ
て
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
同
令
第
十
二
条
た
だ
し
書
」
を
「
令
第
十
二
条
た
だ
し
書

」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
六
条
を
第
七
条
と
し
、
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
許
可
の
承
継
に
係
る
承
認
申
請
の
添
付
書
面
）

第
二
条

前
条
の
規
定
は
、
通
関
業
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
三
十
七
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二

条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
面
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
大
蔵
省
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
七
条
の
表
以
外
の
部
分
中
「
第
三
項
」
を
「
第
二
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
九
・
○
一
の
項
中
「
育
児
食
用
又
は
食
餌
療
法
用
」
を
「
乳
幼
児
用
又
は
食
餌
療
法
用
」
に
改
め
る
。

じ

別
表
第
二
一
・
○
六
の
項
中
「
チ
ュ
ー
イ
ン
グ
ガ
ム
」
を
「
チ
ュ
ー
イ
ン
ガ
ム
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
二
・
○
六
の
項
中
「
な
し
酒
及
び
ミ
ー
ド
」
を
「
梨
酒
、
ミ
ー
ド
及
び
清
酒
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
九
・
一
七
の
項
を
削
る
。

別
表
第
四
四
・
○
七
の
項
中
「
丸
は
ぎ
」
を
「
丸
剝
ぎ
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
四
類
の
項
中
「
は
き
物
」
を
「
履
物
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
中
関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
別
表
の
改
正

規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


